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地震発生時，特に，地震発生直後の情報の少ない段階においては，施設被害の推定情報の迅速な提供が

強く求められている．現在，発災直後の地震被害の概況を知る手段として，「構造被災度推定フロー」を

用いた道路橋の被災度推定手法が存在する．この手法を熊本地震等における実際の被災度と比較･検証を

行った結果，現在用いている「構造被災度推定フロー」による推定被災度は，概ね妥当な結果が得られて

いることが確認できたが，実際の被害状況と比較して小さく推定している箇所もあることが判明した． 
本論は，「構造被災度推定フロー」による被災度よりも実被害の判定の方が上回っているような，危険

側の推定を行っている箇所について，原因の考察及びフローの改良を行ったものである． 
 

     Key Words: structural damage estimation method, structural damage estimation flow, The 2016 Kuma-

moto Earthquake, highway bridge  
 

1. はじめに 
 
災害対策基本法第二条の二は，「災害の発生直後その

他必要な情報を収集することが困難なときであっても，

できる限り的確に災害の状況を把握し，これに基づき人

材，物資その他の必要な資源を適切に配分することによ

り，人の生命及び身体を最も優先して保護すること」と

定めている 1)． 
災害の中でも，地震は多数の被害が同時に発生するた

め，被害状況の把握が難しいといった課題がある．しか

し，地震発生時の緊急活動や災害復旧に道路が果たす役

割は大きく，道路の被害状況を迅速に把握することが求

められている．道路の被害状況の把握は緊急点検により

把握するのが一般的であるが，被害が広範に及ぶ場合や，

夜間に地震が発生した場合は，被害状況の把握に時間が

かかるのが現状である． 
国総研では，道路をはじめとするインフラ施設管理者

の災害対応を支援することを目的に「即時震害推測シス

テム」3)を開発している．「即時震害推測システム」が

備える機能の 1つに，「構造被災度推定フロー」を用い

た，道路橋の被災度推定機能 2)がある． 
この機能を用いて熊本地震等における実際の被災度と

比較･検証を行った結果，現在用いている「構造被災度

推定フロー」について，概ね妥当な結果が得られること

が確認できたが，一部では，実際の被害状況と比較して

小さく推定している箇所もあることが判明した． 
本論では，構造被災度推定フローによる推定被災度を

実被害が上回る，すなわち危険側の推定を行っている箇

所について，原因の考察及び構造被災度推定フローの改

良を行った． 
 
 

2. 熊本地震における被害状況の整理 
 
(1) 被災度推定の方法 
「構造被災度推定フロー」の方法を元に修正した「構

造被災度推定フロー（システム用修正版）」3)を採用し，

熊本地震の道路橋被害状況の推定の精度と課題の整理を

行った．システム用修正版の修正箇所は主に，支承や基

礎等に複数の形式を持つ場合は，形式ごとにそれぞれ推

定を実施し，厳しい推定結果を採用することでフローを

適用できるように補足を行ったものである． 

道路橋の被災度推定手順は，以下のとおりである． 

a) 検討対象の選定 

 国土交通省，NEXCO 西日本，熊本県及び大分県の管

理する橋梁より，2016年熊本地震時の被害写真及び緊急 
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点検結果における被災概要のコメントにより被災度を整

理している 400橋程度を選定した 4)． 
b) 基礎データの整理 

橋梁データ（上部構造形式，支承形式，下部構造形式

等）と道路被害情報（震度，SI値，被災度の判定結果，

被害写真，交通規制状況，復旧状況等）を整理した．こ

こで，震度及びSI値は，国総研が公表している，2016年
熊本地震地震動分布図5)による250mメッシュでの推定結

果を利用した． 
c) 被災度の推定 

橋梁データ，道路被害情報に基づき，前述の構造被災

度推定フロー（システム用修正版）を用いて，被災度の

推定を行った．なお，被災度の推定にあたっては，道路

震災対策便覧（震災復旧編）6)に記載されている，被災

度を5段階に分類したものについて，A以上，B，C以下

の3段階にまとめ，それぞれA，B，Cとして推定した．

耐荷力に関する被災度の分類を以下に示す． 
As：落橋あるいは倒壊・半倒壊した場合（落橋） 
A：耐荷力の低下に著しい影響のある損傷を生じており，

落橋等致命的な被害の可能性がある場合（大被害） 
B：耐荷力の低下に影響のある損傷であり，余震や活荷

重等による被害の進行がなければ，当面の利用が可能な

場合（中被害） 
C：短期間には耐荷力の低下に影響のない場合（小被害）

D：耐荷力に関しては特に異常が認められない場合（被

害無し） 
 
(2) 被害情報に基づく判定結果 

表-1 推定被災度と実被害の関係 

…実被害＞構造被災度推定フロー 一致する件数（構造被災度推定フロー・実被害）

…実被害≒構造被災度推定フロー ……A・A，B・B，C・Cの数

…実被害＜構造被災度推定フロー 1段階異なる件数（構造被災度推定フロー・実被害）

…実被害＞構造被災度推定フローとなる橋梁 ……A・B，B・C，C・Dの数

凡例
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被害情報に基づく判定は，緊急点検時に実施された被

災度判定によるものとするが，緊急点検時の被災度評価

は橋梁全体に対して実施されているものであり，部位ご

との判定の記述はない．そのため，被災写真のある国

道･県道は，写真を道路震災対策便覧（震災復旧編）6)の

記述と照らし合わせて判定し，写真のない高速道路の被

災度は，被災内容の記述より個別に判定した．なお，

413橋の内61橋は，基礎形式や支承形式等の情報が不足

しているため，判定不能とした． 
 
(3) 被災度の評価結果 
構造被災度推定フローの被災度と実被害の関係を，表

-1に示す．構造被災度推定フローは，部位ごとの評価

が出来ないため，総合評価結果を示している．また，実

被害は，橋脚・支承・基礎の部位ごとの判定結果及び，

総合判定結果（橋梁の部位ごとにおける最も厳しい被災

度判定結果）を示している．表-1によると，実被害判

定がA～Cの，何らかの被害が確認できた橋梁で，現在

の構造被災度推定フローの推定結果が実被害の判定と一

致する割合は 49%である．また，被災のなかった橋梁

（被災度D）を含めた場合，1段階以内の差異（ただ

し，推定結果≧実被害の判定となるものに限る）となる

割合は 80%近くであることが確認できる．今回の結果で

は，7橋（2%程度）で実被害の判定が構造被災度推定フ

ローの推定結果を上回っている． 
 
 
3. 構造被災度推定フローの改良 
 
(1) 被災度評価の方法 
 前章で述べたように，構造被災度推定フローと実被害

の判定を検証した結果は，79%が 1 段階以内の差異とな

っており，概ね妥当な成果が得られていることが分かる．

しかし同時に，実被害の判定が構造被災度推定フローの

評価結果を上回る箇所も 7箇所存在することが判明した．

そのため，本章では，これら 7箇所について，構造被災

度推定フローにおけるどの段階で差異が生じているのか

検証し，原因の特定並びに，フローの改良について検討

を行う． 
図-1から図-6に，構造被災度推定フローにおける総合，

 

※表…被災度（総合）の変化の整理 

（実被害：総合、構造物被害判定フロー：総合） 

構造物被害
判定フロー

C
A 0
B 0
C 0
D 30

実被害

③

構造物被害
判定フロー

C
A 0
B 0
C 1
D 3

④

実被害

構造物被害
判定フロー

C
A 0
B 0
C 2
D 3

⑨

実被害

構造物被害
判定フロー

B
A 0
B 0
C 1
D 0

実被害

①

構造物被害
判定フロー

A
A 2
B 4
C 1
D 6

②

実被害

構造物被害
判定フロー

C

A 1

B 2

C 2

D 0

⑦

実被害

①橋梁数：1 ②橋梁数：13 

③橋梁数：30 

④橋梁数：4 

⑤橋梁数：205 

⑥橋梁数：2 ⑦橋梁数：5 

⑧橋梁数：150 

⑨橋梁数：5 

⑩橋梁数：7 

構造物被害
判定フロー

B
A 0
B 1
C 1
D 0

⑥

実被害

C

A 3
B 0
C 2
D 0

実被害

⑦
構造物被害
判定フロー

図-1 危険側の推定結果箇所（総合フロー） 
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支承，橋台･基礎に着目した各結果と，実被害の判定結

果の比較を示す．図から分かるように，実被害の判定結

果が構造被災度推定フローの推定被災度を上回っている

のは，特殊橋梁における総合フロー⑦，橋台・基礎にお

ける A-2 フロー⑤-8 及び B-4 フロー⑧-9･⑧-10，端部支

承･落橋防止における B-3 フロー⑧-1･⑧-2･⑧-5 及び A-1
フロー⑤-1･⑤-4，橋梁基礎側方流動における B-5 フロー

⑧-11，に該当する箇所であった．次節からは，これら

の橋梁について個別に，実際の被災内容と推定被災度で

差異が生じた要因に着目し，フローの改良を検討する． 
 
(2) 構造被災度推定フローの改良 
 この節では，実被害による判定が構造被災度推定フロ

ーの推定被災度を上回るものについて，個別に原因を考

察し，フローの改良を行う． 
 なお，個別の被災状況結果を考察する上で，３．(2)

で行った被害情報に基づく判定結果の一部修正を行って

いる．以下では，個別に被害状況を考察した結果，構造

被災度推定フローの修正が必要だと考えられる項目及び，

現時点では改善に至らなかった項目を列挙する． 
a) 総合フロー 特殊橋 

 図-1に示すように，総合フロー⑦で実被害が推定被災

度を上回っている橋梁が 3橋ある．これは，基礎や支承

が損傷している場合であっても，震度 6弱の地震の場合

には構造被災度推定フローでは一律で被災度Cと推定さ

れるためである．実被害判定でAとなる 3橋はトラス橋

を含む特殊橋であり，現在のフローでは正しく被災度を

推定できないと考える．そのため，トラス橋に適用でき

る構造被災度推定フローを別途検討する必要があるが，

現時点ではトラス橋を含む特殊橋は構造被災度推定フロ

ー適用の対象外とする． 
b) A-2 橋台･基礎 

 図-2に示すように，フロー⑤-8で実被害が推定被災度

を上回っている橋梁が 3 橋ある．1 橋については，フロ

ーの微地形区分による液状化の判定で PL<5 となるため，

推定被災度がCとなる．しかし，実際には液状化の被害

が現地で確認されており，被災を正しく推定できていな

い．そのため，液状化に起因する被災度の推定について，

実態に則した改良を行い，精度向上を行う必要があると

考えられる．また，残りの 2 橋については，共に道示

S46 以降の基準である（H2 及び H8）が，実際には液状

化の影響で橋台・基礎が損傷している．そのため，この

2 橋についても構造被災度推定フローで被災度を適切に

推定するために，液状化に起因する被災度推定手法につ

いて，精度向上が必要であると考えられる． 
c) B-4 橋台･基礎 

図-3に示すように，フロー⑧-9・⑧-10で実被害が推定

被災度を上回っている橋梁が 4橋ある．⑧-9で実被害に

よる判定がAとなる橋梁は，トラス橋の基礎部分の損傷

が原因であり，現在のフローでは正しく被災度を推定で

きていない．したがって，a)と同様に，トラス橋を含む

特殊橋であるため，構造被災度推定フロー適用の対象外

とする． 
⑧-10で実被害が推定被災度を上回る 3橋は，道示 S46

 

構造物被害
判定フロー

B
A 0
B 0
C 0
D 6

実被害

③
構造物被害
判定フロー

C

A 2

B 1

C 5

D 174

④

実被害

⑤-7 ⑤-8 

⑤-5橋梁数：0 

⑤-8橋梁数：182 ⑤-6橋梁数：0 ⑤-7橋梁数：6 

1橋/2橋…「SATURNで PL=5以上か」 

1橋/2橋…「S46以前基準か？」 

1橋/1橋…「S46以前基準か？」 

※表…基礎の被災度の変化の整理 

（実被害：基礎、構造物被害判定フロー：基礎） 

図-2 危険側の推定結果箇所（A-2橋台・基礎） 

  

 構造物被害
判定フロー

B

A 1

B 2

C 0
D 13

③

実被害

⑧-9 
 構造物被害

判定フロー

C
A 0

B 3

C 15

D 110

④

実被害

⑧-10   
1橋/3橋…「SATURNでPL=5以上か」 
2橋/3橋…「S46以前基準か？」 
  

図-3 危険側の推定結果箇所(B-4橋台・基礎） 
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以降の基準である（いずれも S55対応）ため，推定被災

度がCとなるが，実際には液状化の影響で橋台・基礎が

損傷している．そのため，このフローについても，液状

化に起因する被災度の推定精度向上が必要であると考え

られる． 
d) B-3 支承･落橋防止 

図-4に示すように，フロー⑧-1･⑧-2･⑧-5で，4橋が実

被害が推定被災度を上回っている．⑧-1で実被害による

判定がBとなる1橋は，支承より先に変位制限が損傷し

ている．この損傷は，現在のフローでは正しく被災度を

推定できないため，構造被災度推定フローが適用できる

よう，改良について検討しなければならない． 
⑧-2で，実被害による判定がBとなる1橋も，支承より

 

B

A 2
B 6
C 3
D 11

実被害

⑧-5
構造物被害
判定フロー

図-4 危険側の推定結果箇所（B-3支承･落橋防止） 

C

A 0
B 1
C 11
D 54

⑧-1
構造物被害
判定フロー

実被害

 

⑧-11橋梁数：149 

⑧-12橋梁数：0 ⑧-13橋梁数：3 ⑧-14橋梁数：0 

構造物被害
判定フロー

B
A 0
B 1
C 0
D 2

実被害

③

5橋/5橋…「SATURNで PL＞15か」 

※表…基礎の被災度の変化の整理 

（実被害：基礎、構造物被害判定フロー：基礎） 

構造物被害
判定フロー

C

A 1

B 4

C 15

D 129

①

実被害

⑧-11 

⑧-13 

図-5 危険側推定結果箇所（B-5 橋梁基礎側方流動の評

価） 
  

図-6 危険側の推定結果箇所（A-1端部支承･落橋防止） 

 

構造物被害
判定フロー

A
A 2
B 0
C 0
D 22

実被害

③

構造物被害
判定フロー

C
A 0
B 0
C 5
D 69

②

実被害

構造物被害
判定フロー

B

A 1

B 1

C 1
D 16

④

実被害

構造物被害
判定フロー

C
A 0

B 3

C 1

D 52

①

実被害

⑤-1 

⑤-3 

⑤-2 

⑤-4 

⑤-1橋梁数：56 

⑤-2橋梁数：74 

⑤-3橋梁数：24 ⑤-4橋梁数：19 

※表…支承の被災度の変化の整理 

（実被害：支承、構造物被害判定フロー：支承） 

C

A 0
B 1
C 1
D 52

実被害

⑤-1
構造物被害
判定フロー

⑤-3 
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先に変位制限が損傷しており，現在のフローでは正しく

被災度を推定できないため，改良について検討しなけれ

ばならない． 
⑧-5で，実被害による判定がAとなる2橋は，a)でも述

べた，トラス橋を含む特殊橋であり，桁橋として構造被

災度推定フローを適用した場合は推定被災度Bとなる．

したがって，a)，c)と同様に，トラス橋を含む特殊橋で

あるため，現在のフローでは正しく被災度を推定できな

いと考え，構造被災度推定フロー適用の対象外とする． 
e) B-5 橋脚基礎側方流動 

 図-5に示すように，フロー⑧-11で実被害が推定被災

度を上回っている橋梁が5橋ある．いずれの橋梁も，構

造被災度推定フローでは，PL≦15であるために被災度C
と推定されたが，実際には液状化の影響で基礎が損傷し

ていたため，被災度B以上の判定結果となっている． 
そのため，b)，c)と同様に，液状化に起因する被災度

評価についての精度向上が必要であると考えられる． 
f) A-1 端部支承･落橋防止 

図-6に示すように，⑤-1･⑤-4で，実被害が推定被災度

を上回っている橋梁が2橋ある．⑤-1で実被害による判

定がBとなる1橋はH8道示以降に新設された橋梁である

が，支承に損傷が生じているため，被災度Bと判定され

た．この支承の損傷は，液状化の発生よりも，地震の揺

れによるものだと考えられ，支承の被災を推定するため

には，SI値による支承損傷度の評価が必要であると考え

られる． 
今回調査したH8道示対応済みの橋梁における，被災

度ランクとSI値の関係を図-7に示す．図-7によると，H8
道示対応済みであっても，SI値117（cm/s）以上で被災度

Bとなるものが確認されることから，SI値110を閾値に，

110以上の橋梁を被災度Bと設定するのが妥当であると

考える．SI値による評価を追記した構造被災度推定フロ

ー（改良後）を図-8に示す． 
なお，A-1と同様のH8道示による評価項目の存在する，

総合フロー，B-3フロー及びC-3フローにも，同様のSI値
による評価を追記する． 

⑤-4で，実被害が推定被災度を上回っている橋梁は，

直線橋であるため被災度Bと推定されたが，実被害によ

る判定はAである．液状化による被災も見られるため，

液状化に起因する被災度の推定について，精度向上が必

要であると考えられる． 
 
 

4. 熊本地震以外の地震による分析 
 

図-7 SI値と被災度の関係 
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図-8 A-1端部支承･落橋防止（改良後） 

表-2 両端橋台橋梁における被災度と地盤変状の有無 

の関係 

被災度A 被災度B 被災度C 合計

地盤変状あり 0 6 8 14

地盤変状なし 1 0 14 15

合計 1 6 22 29

START

11

支承損傷度A以上か？
被災度C

被災度B
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H8道示以降か？

被災度B

20

SI≧110か？
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図-9 A-1端部支承･落橋防止（再改良後）  
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図-8の構造被災度推定フロー（改良後）について，SI
値による評価を追記する改良を行ったところであるが，

4章ではこの改良に加えて，熊本地震以外の地震により

得られた知見を基に，更なる改良を試みる．  
2章で述べた，熊本地震における被害状況の整理結果

以外にも，過去の地震において，両端橋台形式の橋梁に

何らかの被害が記録されている地震（1968十勝地震7)，

1993年釧路沖地震8)，2000年鳥取県西部地震9)，2004年新

潟県中越地震10)，2007年能登半島地震11)，2007年新潟県

中越沖地震12)，2008年岩手･宮城内陸地震13)の7つ）にお

ける被災状況を整理すると，表-2に示すように，既往地

震で被害のあった両端橋台29橋中，約半分にあたる14橋
について，背面土沈下等の地盤変状に伴って被害が発生

していることが判明した．特に，被災度A～Bに着目す

ると，7橋のうち6橋で地盤変状に伴って被害が発生して

いることが確認できる．以上のことから，地震発生時に，

地盤変状が発生した場合には，比較的大きな被害が発生

していると考えられる．また，標記の29橋について，構

造被災度推定フローを用いて被害を推定すると，その推

定結果は概ね安全側に評価出来ていることが確認できた． 
今回検討を行った29橋中28橋は，被災度Aの被害は発

生していない．また，被災度Aと判定された1橋も，石

積み橋梁の落橋というケースであった．よって．大半の

両端橋台形式の橋梁では，地震時に被災度Aとなる可能

性はかなり小さいと考えることが出来る．そのため，現

在の構造被災度推定フローにおける，「支承損傷度A以
上か．」の項目において，Noのものは被災度C，Yesの
ものは被災度B，と単純化した方が，実被害との関係に

より即している．以上を考慮して，構造被災度推定フロ

ーを再改良したものを図-9に示す． 
図-9に示した構造被災度推定フローを用いて被災度を

推定すると，図-6で示す⑤-3に該当する橋梁が推定被災

度Bとなるため，実被害判定がAである2橋は，危険側の

推定結果となる． 
この2橋について個別に被災内容を確認すると，1橋は

アンカーボルトの破断及び，支承の損傷により実被害A
の判定となる．しかし，この被害による全面通行止めは

実施されておらず，耐荷力の低下に著しい影響のある損

傷を生じたとは判断されていない．そのため、この橋梁

は構造被災度推定フローで危険側の推定を行っているも

のの，橋梁の実際の状況を鑑みると，より実態に即した

推定結果となっていると考える． 
もう1橋は，地盤変状に起因した被害であり，液状化

とも異なる特殊な被害状況であるため，現在の構造被災

…実被害＞構造被災度推定フロー 一致する件数（構造被災度推定フロー・実被害）

…実被害≒構造被災度推定フロー ……A・A，B・B，C・Cの数

…実被害＜構造被災度推定フロー 1段階異なる件数（構造被災度推定フロー・実被害）

…被害なし ……A・B，B・Cの数

…実被害＞構造被災度推定フローとなる橋梁 ２段階異なる件数（構造被災度推定フロー・実被害）

……A・Cの数

凡例

表-3 推定被災度と実被害の関係（改良前後比較） 
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度推定フローでは，被災度の推定は困難である．よって，

現在のフローでは正しく被災度を推定できないため，構

造被災度推定フローの対象外とする必要があると考えら

れる． 
 
 

5. 妥当性の検証 
 
(1) 被災度の推定結果 
前章までで，構造被災度推定フローにより推定した被

災度と，実被害における被災度との差異について原因を

考察し，構造被災度推定フローの改良を行った．本章で

は，構造被災度推定フローを改良した結果，実被害との

一致度合いがどの程度向上したか検証する．構造被災度

推定フローにより推定した被災度と，実被害で判定した

被災度の関係について，フロー改良前後で比較した結果

を表-3に示す．表-3では，ここまでの検討で「構造被災

度推定フロー適用の対象外」と結論付けた橋梁は，改良

前後共に，集計の対象外としている．構造被災度推定フ

ローの改良によって，実被害が推定結果を上回る箇所は

1箇所減少したものの，支承の被災度推定は，4章で実施

した改良により，新たに1橋に対して危険側に推定され

る結果となったため，実被害の判定と推定被災度が一致

する総数は改良前後で同数となった． 
また，フロー改良後においてもなお，危険側の推定結

果となっている橋梁は，液状化に起因する被災度を適切

に推定出来ないもの及び，変位制限構造の被災を推定で

きなかったことが原因となっているため，被災度推定手

法の精度について，実態に即した被災度を推定出来るよ

う，向上させる必要がある． 
 
(2) 液状化による被害推定手法について 
 ここまでの議論で明らかになったとおり，現在の構造

被災度推定フローでは，液状化による被害を正しく推定

出来ていない箇所があることが判明した．この原因は．

「液状化の発生の有無」及び，「液状化の発生による橋

梁への被害規模」を正しく推定出来ていないことによる

ものである．   
液状化発生の有無は，J-SHISによる250mメッシュでの

微地形区分14)及び，微地形区分による液状化危険度閾値
15)によるPL値により求めたものであるが，現在の手法で

は精度に課題があると考えられるため，液状化発生の判

定は，新たな判定手法の導入を検討しなければならない． 
また，液状化の発生による橋梁への被害規模の推定手

法についても，液状化が発生した際の橋梁の適用道示と

被災度の関係の見直し等を行う必要があると考えられる． 
 
 

6. 結論 
 
本論では，既存の「構造被災度推定フロー」において，

熊本地震等の被災事例を基に，構造被災度推定フローに

よる被災度推定と実被害による判定結果を比較し，構造

被災度推定フローの妥当性を検証した．その結果，既存

の構造被災度推定フローの推定結果が実被害の判定と一

致する件数は50%程度，1段階以内の差異となるのは80%
程度であり，既存の構造被災度推定フローについても概

ね良好な精度を保持していることが確認できた． 
しかし，実被害の判定結果が構造被災度推定フローの

推定結果を上回っている事例も確認できたため，その要

因に着目し，原因の特定及び，構造被災度推定フローの

改良により対処できると考えられるものは，構造被災度

推定フローの改良を行った． 
また，液状化に起因する被災度の推定箇所については，

現在の知見が十分でないため，構造被災度推定フローの

改良には至っていない．より実態に即した構造被災度推

定フローとするために，液状化に関する被災度推定手法

の精度向上は必須であると考える． 
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VERIFICATION AND IMPROVEMENT OF STRUCTURAL DAMAGE 
ESTIMATION METHOD FOR HIGHWAY BRIDGES BASED ON DAMAGE DATA 

OF THE 2016 KUMAMOTO EARTHQUAKE  
 

Kazuho OOMICHI and Shojiro KATAOKA 
 

Prompt provision of structual damage estimation information is strongly demanded at the time of an 
earthquake, especially at the stage of little information immediately after the earthquake. Currently, there 
is a method to estimate the degree of damage to highway bridges using the “Structural Damage Estimation 
Flow” as a method to know the general situation of earthquake damage immediately after the disaster. 
However,  compared with the actual damage degree in The 2016 Kumamoto Earthquake,  it was found that 
the damage level according to the “Structural Damage Estimation Flow” does not match the actual damage 
situation. 

In this paper, I examined the cause and revised where the damage is under-estimaed by the flow such 
that the actual degree of damage is higher than the estimated degree of damage according to the “Structural 
Damage Estimation Flow”.  

 
 


